
敦賀港利用拡大支援事業(荷主) 

交付について注意事項・準備物 

 

①助成金交付条件を確認してください 

 Ⅰ：４月１日～３月３１日までに５０ＴＥＵ以上の利用があるか  

 Ⅱ：中国との輸出入があるか                    

 Ⅲ：県内立地企業か                         

 Ⅳ：県内への納入または県内からの輸出貨物か 

（ＹＥＳ  or  ＮＯ）確認ください 

 

 Ⅰが YESの場合：申請ご検討ください 

 

 Ⅱが YESの場合：中国との輸出入貨物すべての場合はすべての貨物が＋５,０００円 

         の加算となります 

         中国との輸出入貨物とその他の地域からの貨物が混在する場合は 

         中国との輸出入貨物のみ＋５,０００円加算の対象となります 

                  (実績報告の際 貨物量を別々に確認が必要となりますのでご準備

お願いします    

例・中国との輸出入貨物○○ＴＥＵ その他の貨物○○ＴＥＵ) 

 

 Ⅲが YESの場合：県内立地企業の場合はすべての貨物が＋５,０００円となります。 

         (上記中国との輸出入貨物＋５,０００円に加えて) 

 

 Ⅳが YES の場合：県内への納入および県内からの搬出貨物のみ＋５,０００円の対象

となります 

         Ⅱが YES の場合どちらも対象となる貨物のみ＋５０００円となり

ますので実績報告の際各対象となる貨物がわかるようご準備お願

い致します。下記４パターン 

         ①中国との輸出入貨物で県内搬出入貨物 

         ②中国との輸出入貨物で県外搬出入貨物 

         ③中国以外の貨物だが県内搬出入貨物 

         ④中国以外の貨物だが県外搬出入貨物 

 

 

 

 

 

 



②申請の流れ 

 

荷主企業様                        敦賀港国際ターミナル㈱ 

 

指定申請書兼事業計画書                   

 

 

                             指定通知書 

                             (１０、１１月ごろ) 

事業計画変更申請書       

 

                             指定変更通知書 

※必要があれば 

交付申請書兼事業実績報告書                 

 

                             交付決定通知書 

 

助成金交付請求書 

 

                             助成金交付 

                                         ※翌年度５月上旬ごろ 

 

③提出書類に関し弊社が指定する日までに提出がされない場合は助成金の交付を取り消し

させていただきます。 

 

④貨物の対象については荷役日が基準となります 

 

⑤助成金の交付については年によって多少の変動はありますが翌年度の５月上旬ごろの 

お支払いを予定しております 

 

※国際フィーダー船の貨物は対象外となります 

敦賀港国際ターミナル株式会社 

 

 

 

 


